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１ 給水装置工事 
  給水装置の新設、改造、撤去をするときは、伊勢市指定給水装置工事事業

者に委任していただいたうえで、工事をする前に上下水道部上水道課に申込

みをしてください。 
 
２ 工事の申込み 
  委任を受けた伊勢市指定給水装置工事事業者はあらかじめ上下水道部上水

道課に申込書を提出し、工事の設計審査を受け承認を得てください。 
 

【参考】 
伊勢市上水道給水条例（抜粋） 

(給水装置の新設等の申込み)  
第５条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 16

条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又
は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定

めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなけ

ればならない。 

(過料) 

第 45 条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

(１) 第５条の承認を受けないで給水装置工事をした者 
 
なお、申込者から委任を受けた伊勢市指定給水装置工事事業者は、申込者

の立場に立って誠実に業務を行い、現地の状況や土地などの権利について責

任を持って調査をしたうえで、工事の設計をしてください。 
 

【参考】 

伊勢市指定給水装置工事事業者規程（抜粋） 

（業務処理の原則） 

第３条 伊勢市指定給水装置工事事業者は、水道法、水道法施行令、水道法

施行規則、伊勢市上水道給水条例、伊勢市上水道給水条例施行規程及び

この規程並びにこれらの規定に基づく管理者の権限を行う市長の指示を

遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。 
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また、給水装置の新設等の申込みをした場合において、仮設水栓までの段

階でメータを設置したときは、建物等の完成後に竣工検査を受ける必要があ

りますが、この場合は竣工届の提出が必要となります。 
 

３ 申込みの時期 
必ず工事着手前に申込書を提出してください。設計審査期間は工事の内容

により異なりますが、書類の確認、書類不備による訂正等が必要な場合があ

りますので、余裕を持って提出してください。 
なお、申込みをしないで工事を行った場合、工事着手後に申込みをした場

合など、罰則（過料）を科す場合がありますので、ご承知おきください。 
 

４ 加入金等の支払い 
なお、設計審査後、加入金、手数料をお支払いいただくための「納入通知

書」を発行します。メータの取付け、道路等占用許可申請、完工検査等は、

加入金、手数料のお支払いを確認した後でないとできませんので、ご注意く

ださい。 
 

５ 道路等の占用許可 
道路等の掘削が必要な場合は、管理者の許可が必要となりますが、管理者

によって申請をしてから許可がされるまでの期間が異なります。概ね、市道

の場合は１週間、県道の場合は２週間、国道の場合は１ヶ月以上の期間が必

要です。工事の内容、工事箇所によってはさらに期間が必要な場合もありま

すので、工事の予定時期に間に合うよう余裕を持って申込みをしていただく

とともに、加入金等のお支払いについてもあらかじめ準備していただきます

ようお願いします。 
また、道路工事を行うにあたっては、あらかじめ警察署での道路使用許可

を得て、附近住民及び地元自治会等への周知、工事看板（予告）の設置、埋

設物の確認等を行い、事故等のないよう細心の注意を払ってください。 
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６ 提出書類 
◆ 給水装置の新設、改造、撤去の場合 
◇ 給水装置申込書 
◇ 納入通知書兼領収書に記載する納入者申告書 
◇ 位置図 
◇ 配置図 
◇ 平面図 
◇ 立管図 
◇ ４分割図【道路工事を伴う場合】 
◇ 使用材料表【分岐部からメータまでの工事がある場合】 
◇ 県道占用添付書類【国道 42 号、県道の道路工事を伴う場合】 
◇ 国道占用添付書類【国道 23 号の道路工事を伴う場合】 
◇ 各種承諾書等【必要な場合】 
◇ 配水管布設に関する書類【配水管の布設が伴う場合】 
◇ 受水槽調査票【受水槽がある場合】 

◆ 竣工検査を受ける場合 
◇ 竣工届 
◇ 位置図 
◇ 平面図 
◇ 立管図 

◆ 給水管引込工事を行った場合 
◇ 給水装置工事台帳 
◇ 工事写真 

 
７ 申込みの取下げ 
  申込者のやむを得ない理由等で工事の申込みを取下げる場合は、加入金、

手数料を返還させていただく必要がある場合がありますので、理由を記載し

た書面を提出してください。 
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８ 申込書等の記入方法 
◇ 給水装置申込書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 申込みの種別…新設、改造、撤去のいずれかに○をしてください。 

【注意事項】２次側のみの改造の場合も申込みが必要です。 
必ず工事を行う前に申込書を提出して設計審査を受けてください。 
 

② 申込人欄…給水装置の所有者または所有者となる者の住所、氏名、フリガナ、

電話番号を記入してください。 
申込人本人が署名押印をしてください。 
【注意事項】新設の場合において、メータを設置した時点で、申込人が料金

の支払い者となるので、申込人と料金の支払い者が異なる場合（建築業者が

工事用として使う場合など）は、料金課への連絡が必要となります。 
 

③ 装置場所欄…新設の場合はメータを設置する場所の地番又は住居表示を記

入してください。 
改造、撤去の場合は、原則として現在登録されている場所を記入してくださ

い。ただし、登録されている地番又は住居表示に誤りがある場合は正しい地

番又は住居表示を記入してください。 
 

① 

② 

③ 
④  

⑤

⑥ ⑦ 
⑧ 

⑨ 
⑩  

⑪  

⑫
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④ 施設の名称及び部屋番号欄…マンション、アパート、店舗、会社事務所等で

名称がある場合は名称を記入してください。また、部屋番号がある場合は記

入してください。 
 

⑤ 指定事業者欄…伊勢市指定給水装置工事事業者の所在地、事業者名、電話番

号（必ず連絡のとれる電話番号）を記入してください。 
 

⑥ 主任技術者欄…伊勢市に届出済みの主任技術者の氏名を記入し押印してく

ださい。 
 

⑦ 免状番号欄…給水装置工事主任技術者の免状番号を記入してください。 
【注意事項】伊勢市の指定事業者の指定番号ではありません。 
 

⑧ 給水装置分岐承諾欄…私有管からの分岐を行う場合、私有管の所有者の承諾

を得て、署名、押印をしてください。 
 

⑨ 土地、家屋の所有者承諾欄…私道等他人の土地等を占有または使用する場合、

所有者の承諾を得て、署名、押印をしてください。 
【注意事項】⑧⑨欄に記入できないときは、別紙を添付してください。 
また、工事の内容によって各種承諾書、確認書等が必要になる場合がありま

すので、注意してください。 
 

⑩ 予定用途…該当するものに○をしてください。 
 

⑪ （注）申込人の遵守事項が記載されています。 
必ず、申込人の理解を得たうえで提出してください。 
 

⑫ 右側の欄…上水道課で記入します。 
【注意事項】 
○ メータ口径など添付図書で明確にしてください。 
○ 加入金について、増径の場合は差額が必要ですが、減径の場合は差額は

返金しません。 
○ 手数料については、撤去の場合は必要ありません。 
○ 改造の場合、現在設置されているメータがある場合は、口径と番号を添

付図書に記載してください。 
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◇ 納入通知書兼領収書に記載する納入者申告書 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ 納入者が申込人以外の者となる場合のみ提出してください。 
 
① 加入金の納入者となる方の氏名又は名称（及び住所）を記載してください。 

 
② 手数料の納入者となる方の氏名又は名称（及び住所）を記載してください。 

※ ①、②とも申込人、給水装置工事事業者、その他のいずれか１つについ

て記入してください。 
 

③ 上水道課で記入します。 
 
※ この申告書に記載された者宛に納入通知書兼領収書を発行し、領収書は

納入者欄に記載された者宛に交付します。 
※ この申告書の提出がない場合は、申込人宛てに納入通知書兼領収書を発

行し、領収書は申込人宛に交付します。 
※ なお、工事の取下げ、加入済み箇所の新規申込等により、加入金、手数

料を返還する必要が生じた場合、納入通知書兼領収書に記載された納入

者に返還することとなりますのでご注意ください。 

①

②

③ 
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◇ 位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 申込場所を赤で囲んでください。 
○ メータ位置に M を記入してください。 
○ 附近の目標物、近隣の住居の名称を記入してください。（住宅地図が望まし

い。） 
○ 道路工事を伴う場合は、道路名を記入してください。 
○ 現地への案内が可能な縮尺としてください。（1/1,000～1/2,500が望ましい。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

位 置 図 

M

○○邸 

×× ◇◇ 

▲▲ 

□□ 
△△ 

市道 AA 線 
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◇ 配置図 

 
 

○ 建築物の配置、メータの位置、道路境界、隣地境界など簡潔に図示して

ください。 
○ 改造申請等でメータがある場合は、口径、番号を記入してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ20 メータ番号 01234567 
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◇ 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇  

 
 

○ 建築物の配置、水栓の位置、配管（管種、延長等）を平面的に図示して

ください。 
○ 仮設水栓設置の場合は、赤書きで図示してください。 
○ メータの位置を道路境界からの距離及び隣地境界からの距離を記入して

ください。 
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◇ 立管図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 配管（管種、延長等）、水栓、器具等を立面的に図示してください。 
○ 仮設水栓設置の場合は、赤書きで図示してください。 
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◇ ４分割図（市道の例）【道路工事を伴う場合】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 平面図、断面図、掘削・復旧断面図、舗装復旧展開図をＡ４用紙（横）

１枚に図示してください。 
○ 平面図は、道路幅員、側溝等の構造物、配水本管の位置・管種・管径、

給水管の位置・管種・管径、メータから道路境界及び隣地境界までの距

離を的確に図示してください。 
○ 断面図は、道路幅員、側溝等の構造物、配水本管の位置・深さ・管種・

管径、給水管の深さ・管種・管径、給水管の占用延長、メータから道路

境界までの距離を的確に図示してください。 
○ 掘削・復旧断面図は、掘削幅、掘削深、給水管の深さ・管種・管径、ロ

ケーティングワイヤ・埋設標識シートの深さ、埋め戻し材料（川砂、Ｒ

Ｃ－４０）、表層工（密粒度アスコン）、路盤工（粒調砕石）等を的確に

図示してください。 
○ 舗装復旧展開図は、掘削部分、影響部分の範囲を的確に図示する。なお、

市道の場合、舗装幅 3.0m 未満は掘削幅に関係なく全幅の舗装復旧、舗装

幅 3.0m 以上は掘削影響幅が半幅以下の場合は半幅復旧、掘削影響幅が半

幅以上の場合は全幅復旧となるので注意してください。 
 

× → 0.7 
×  → 2.5 
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◇ ４分割図（県道の例）【道路工事を伴う場合】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 市道用に準じて作成してください。 
○ 舗装復旧の構成及び復旧範囲が市道と県道では異なるので注意してくだ

さい。 
○ 県道の場合は、別途、県道占用添付書類が必要となりますので注意して

ください。 
○ 国道 23 号の場合は、国土交通省津国道維持出張所と事前協議のうえ、書

類を作成してください。 
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◇ 使用材料表【分岐部からメータまでの工事がある場合】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 配水管からメータまでの工事を行う場合、使用材料表を上下水道部上水

道課へ提出してください。 
○ 自主検査日、工事施工場所、申込者、給水装置工事主任技術者氏名・番

号を記入し押印してください。 
○ 使用する材料の品名、口径、数量、メーカー名を記入してください。備

考欄には、型式等があれば記入してください。 
 
 
 
 
 

ロケーティングワイヤ フジテコム 

埋設表示シート 平成ポリマー 



15 
 

◇ 県道占用添付書類【国道 42 号、県道の道路工事を伴う場合】 

 

《未作成》…上下水道部上水道課にお問合せください。 

三重県との協議が必要な場合があります。 

 

 

◇ 国道占用添付書類【国道 23 号の道路工事を伴う場合】 

  
《未作成》…上下水道部上水道課にお問合せください。 

      国土交通省津維持出張所との協議が必要です。 
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◇ 各種承諾書等【必要な場合】 

◆ 給水装置設置に係る土地使用承諾書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 私道を掘削し給水管を設置するなど、他人の土地を使用する場合に、所

有者が多数で申込書に記載できない場合や、土地所有者の所在が不明で

土地の管理者の承諾を得る場合などに添付してください。 
○ 様式は適宜修正して提出してください。 
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◆ 給水装置設置に係る分岐承諾書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 他人の給水管等から分岐して給水装置を設置する場合など、分岐する給

水管等の所有者が多数で申込書に記載できない場合や、給水管等の所有

者の所在が不明で給水管の管理者の承諾を得る場合などに添付してくだ

さい。 
○ 様式は適宜修正して提出してください。 

 

 

 

 

 



18 
 

◆ 給水装置設置に係る確約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 私道を掘削し給水管を設置するなど、他人の土地を使用する場合に、土

地所有者の所在が不明で承諾を得ることができない場合などに添付して

ください。 
○ 様式は適宜修正して提出してください。 
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◆ メータ設置に係る確約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 止むを得ない理由により、道路境界から民有地側１ｍ以内にメータの設

置又は移設ができない場合に添付してください。 
○ 道路境界から民有地側１ｍ以内にメータの設置又は移設ができない理由

を記載してください。 
○ 様式は適宜修正して提出してください。 
○ 道路境界から民有地側１ｍ以内にメータの設置又は移設ができない場合

は、水道本管からメータまでの漏水等があった場合でも、市で修繕を行

わないことを理解したうえで提出してください。 
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◆ ３階以上直接給水に係る確約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ３階以上に直接給水する場合に添付してください。 
○ 様式は適宜修正して提出してください。 
○ 水量不足及び水圧低下が生じた場合でも、市に一切の異議申立てをしな

いことを理解したうえで提出してください。 
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◆ 宅地内における引込管の分岐に係る確約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 宅地内で引込管の分岐を行い新たにメータを新設する場合に添付してく

ださい。 
○ 様式は適宜修正して提出してください。 
○ 水量不足及び水圧低下が生じた場合でも、市に一切の異議申立てをしな

いことを理解したうえで提出してください。 
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◆ 浄活水装置設置に係る確約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ メータから二次側に浄活水装置を設置する場合に添付してください。 
○ 様式は適宜修正して提出してください。 
○ 浄活水装置による残留塩素の減少等水質への影響については申込者の責

任で対処することを理解したうえで提出してください。 
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◇ 配水管布設に関する書類【配水管の布設が伴う場合】 

◆ 配水管布設に関する確約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 申込者の費用で配水管を布設する場合に添付してください。 
○ 配水管の設計図書を添付してください。 
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◆ 無償譲渡書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 申込者の費用で配水管を布設し、工事完成後配水管を伊勢市に無償譲渡

する場合に添付してください。 
○ 配水管の完成図書を添付してください。 
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◆ 土地使用承諾書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 私道等に布設した配水管を伊勢市に無償譲渡する場合に添付してくださ

い。 
○ 布設した配水管が存する土地の所有者名で承諾書を提出してください。 
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◇ 受水槽調査票【受水槽がある場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 受水槽を設置する場合に添付してください。 
○ 整理番号、建物番号、メータ番号等は市で記入します。 
○ １０㎥ を超える受水槽については、別途簡易専用水道に関する届出が必

要ですので、市環境課と協議してください。 
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◇ 竣工届 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ 給水装置の新設等の申込みをした場合において、仮設水栓までの段階でメ

ータを設置したときは、建物等の完成後に竣工検査を受ける必要がありま

すが、この場合は竣工届の提出が必要となります。 
 

◎ 新設等の申込が仮設水栓柱のみの場合（建物の配管図等の添付がない申込

の場合）において、その後建築工事を行ったときは、竣工届の提出で検査

を受けることができません。 
別途、改造申込が必要となります。 
竣工届は手数料が不要ですが、改造申込には手数料が必要となり、設計審

査や納入通知書の作成等検査をするまで期間を要しますのでご注意くださ

い。 
 

◎ 位置図、平面図、立管図を添付してください。 
申込時の図面と変更がない場合でも添付してください。 
 

 
 
 

① 

② 
③ 

④

⑤
⑥

⑦ 

⑧ 
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① 申込人欄…給水装置の所有者または所有者となる者の住所、氏名、フリガナ、

電話番号を記入してください。 
申込人本人が署名押印をしてください。 
【注意事項】竣工検査をした時点で、申込人が料金の支払い者となるので、

申込人と料金の支払い者が異なる場合（建築業者からの引渡しが先になる場

合など）は、料金課への連絡が必要となります。 
 
② 装置場所欄…申込書に記載した地番又は住居表示を記入してください。 
 
③ 施設の名称及び部屋番号欄…申込書に記載したマンション、アパート、店舗、

会社事務所等で名称がある場合は名称を記入してください。また、部屋番号

がある場合は記入してください。 
 
④ 指定事業者欄…伊勢市指定給水装置工事事業者の所在地、事業者名、電話番

号（必ず連絡のとれる電話番号）を記入してください。 
 
⑤ 主任技術者欄…伊勢市に届出済みの主任技術者の氏名を記入し押印してく

ださい。 
 
⑥ 免状番号欄…給水装置工事主任技術者の免状番号を記入してください。 

【注意事項】伊勢市の指定事業者の指定番号ではありません。 
 

⑦ 申込番号を記入してください。 
申込番号は申込時の納入通知書に記載されています。 

 
⑧ 右側の欄…上水道課で記入します。 
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◇ 給水装置工事台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 工事後 1 週間以内に提出してください。 

Ｍ 

○○宅

□□宅 

△△宅 
☆☆宅 

◇◇株式会社 

県
道
×
×
線 

伊勢市◆◆○丁目○-○ ○○ 太郎 

Ｈ26-000 

1234567 

位置図 

① 

②
③ 

④ 

⑤
⑥ 

⑧  

⑨  ⑩ 

⑪  
⑫

⑦

○○宅 

△△宅 

☆☆宅
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① 工事番号を記入してください。 
工事番号は、納入通知書の摘要欄に記載されている給水装置申込書受付番号

「Ｈ26-○○○」と同じものです。 
 

② 施工年月日を記入してください。 
 

③ 整理番号がある場合は記入してください。不明な場合は上水道課に問い合わ

せてください。 
 

④ メータがある場合は番号を記入してください。 
 

⑤ 施工者名を記入してください。 
 

⑥ 給水装置の所在地を地名地番又は住居表示で記入してください。 
 

⑦ 給水装置の所有者の氏名を記入してください。 
 

⑧ 位置図を図示してください。 
給水装置場所を赤で囲んでください。 
メータ位置に M を記入してください。 

附近の目標物、近隣の住居の名称を記入してください。（住宅地図が望ましい。） 

現地への案内が可能な縮尺としてください。（1/1,000～1/2,500 が望ましい。） 

 
⑨ 平面図を図示してください。 

配水本管の位置・管種・管径、給水管の位置・管種・管径、メータから道路

境界及び隣地境界までの距離を的確に図示してください。 
また、側溝等の構造物、隣地住宅の名称等を記載してください。 
 

⑩ 配水本管の管種・管径及び配水本管からメータまでの給水管の管種・管径・

延長、使用材料等を立面的に図示してください。 
 

⑪ 配水本管の位置・深さ・管種・管径、給水管の深さ・管種・管径、給水管の

占用延長、メータから道路境界までの距離、側溝等の構造物等を的確に図示

してください。 
 
⑫ 使用材料を記入してください。 



31 
 

◇ 工事写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ 工事後 1 週間以内に提出してください。 
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９ 図面作成の留意点 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
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☆ ポリエチレン管の使用について 

「配水管の取付口から水道メーターまでの間の給水管」について、ポリエ

チレン管の使用を試行することになりました。 

 なお、使用材料等については、次のとおりですが、工法など詳細について

は、給水係と協議していただきますようお願いします。 

① 口径 φ20、φ25 

② 使用材料 

管  JIS K6762 水道用ポリエチレン二層管 

継手 JWWA B116 水道用ポリエチレン管金属継手 または 

     日本水道協会などの認証を受けた水道用ポリエチレン管継手 

③ 配管図等 

◇ サドル分水栓から止水栓までは蛇行配管としてください。 

◇ 小曲げ半径を確保する配管が困難な設計としてください。 

◇ 配管経路がガソリン、灯油、有機溶剤などにより土壌汚染が予測され

る場合は、土壌の入替えをして、かつ浸透防止スリーブを使用してく

ださい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給水装置工事の手引き 

 

平成 26 年 9 月 9 日 暫定版発行 

 

発行 伊勢市上下水道部上水道課 
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